
 

 
※延床面積 240 ㎡以下の場合 税額 36 万円(評価額の内 1,200 万円分)が軽減されます。 

（17,730,000 円－12,000,000 円）×0.03≒171,900 円 
  
 ※1 棟目を新築してから 1 年間の間に、住宅の他に車庨等も建築し、合わせて 240 ㎡を超えてしま

った場合は軽減の対象となりませんのでご注意下さい。 
実際の価格の計算は、下記にお問い合わせ下さい。  

担当窓口：最上総合支庁税務課 課税第 1 担当 電話 29－1227（直通） 

※住宅を建てたり土地を購入した時など丌動産を取得した時に１回だけ
かかる山形県に納める税金です。 税率は 3％です 

 

※国民健康保険料は①所得割②資産割③均等割④平等割を合わせて算
出されますが②の資産割の部分の額が変わってきます。 

※資産割の負担率は固定資産税の 35％です。 
また、40～64 歳までの保険者はさらに 6％加算されます 

※ 固定資産税の 
税率は 1.4％です。 

         税などの納付には便利な口座振替をご利用下さい。 
 

   金山町役場町民税務課税務係 電話 52-2111（内線 241・242・244） 

 

 

 

 
やむを得ない事情により納付することが困難な場合、徴収の一時猶予・分割納付などが可能です。 

この場合、生活状況などの聞き取りを行い、調査などにより確認してからの猶予・分割納付となります。 

なお、納付計画の丌履行や虚偽による申告が繰り返された場合は、滞納処分や差し押さえの対象となります。 

平成 20 年度は 24,604,000 円が、たばこ税として町の収入になりました。 

 

  

 

 

※このコーナーは、窓口でご質問のあった内容や、知って得する情報を町民の皆様にお知らせするコーナーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家屋の新増築や解体した建物は、役場で現地調査確認をさせていただくことになっております。 
家屋調査の場合は、入居する前にしてほしかったというご意見があります。入居前の家屋調査をご
希望の場合は、完成予定の 1 ケ月ぐらい前までにご連絡お願いします。 

 

 

 

軽減前の額は・・・・・10,000,000 円×0.014＝140,000 円 
 
課税標準額の軽減 120 ㎡×10,000,000 円÷200 ㎡＝6,000,000 円 
 
軽減される額は・・・6,000,000 円×0.014×1/2＝42,000 円 
 
※杉雄さんの家は 280 ㎡以下なので 3 年間の税額は 98,000 円になります。 
 4 年目からは 140,000 円になります。 

 
都市計画区域内の固定資産に課税される税です。 

         10,000,000 円×0.0015＝15,000 円 

 

【例】杉雄さんの固定資産税 98,000 円(国保)44 歳  
花子    〃     12,000 円(社保)42 歳   
一郎    〃     21,000 円(国保)64 歳   

※国保の被保険者である杉雄さんと一郎さんの固定資産税が資産割の対象になります。 
建て替えする前の杉雄さんの固定資産税が 15,000 円だったとすると  

建て替え前の資産割額     (15,000 円＋21,000 円)×(0.35＋0.06)＝14,760 円 
 

 
＋

建て替え後の資産割額は (98,000 円＋21,000 円)×(0.35＋0.06)＝48,790 円 

       4 年目からは（140,000 円＋21,000 円）×(0.35＋0.06)＝66,010 円が増える額となります。 

(杉雄さんの建替前の税) 

(一郎さんの税) (杉雄さんの建替後の税) 

(一郎さんの税) 

34,030 円が資産割の増える額となります。 

※ 都市計画税の 
税率は 0.15％です。 

※ 延床面積が 280 ㎡以下の住宅は、120 ㎡までの部分につい
て 3 年間だけ税額が 1/2 に軽減されます。 

※ 金山型住宅の場合、最高 50 万円の助成が受けられます。 
 
 

 
固定資産税   98,000 円（4 年目から、140,000 円となります。）      
都市計画税   15,000 円（都市計画区域内だけです。） 
国民健康保険料 34,030 円の増(右頁例の場合の額であり世帯の状況により違います。) 

                      （4 年目から 66,010 円の増となります。） 
    
丌動産取得税 171,900 円(県税です。初年度１回だけの納付になります。)  
※それぞれの税額の計算方法は、下記及び右頁のとおりとなりますが丌明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。 

 
 
 

町税は、納期限内に自主的に納めていただくことが原則です。納期限内に納
めない方がいると納期限を守った方との公平性を欠くばかりか、町の健全な財
政運営に支障をきたします。納期内の納付にご協力お願いします。 

 

お問い合わせ先 

 

金山杉雄さんはマイホームの建て替えを計画中です。 
家を建てると固定資産税が高くなって大変という話を聞いて窓口に相談に見えられました。 
杉雄さんの家は木造で、建築工事予定価格は 2,300 万円 延べ床面積は 200 ㎡です。 
 

 
 

※建築が完了すると家屋評価を行います。杉雄さんの家の評価額を 17,730,500 円

（注①）と仮定して税金の算定を行って見たいと思います。 

木造の場合、評価した価格に積雪寒冷などの補正率 56.4％（注②）を乗じた後の

金額（課税標準額）が課税の対象額となります。 

17,730,500 円×0.564＝10,000,002 円 → 10,000,000 円 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

注①56.4％は木造建築の場合の補正率です。非木造の場合などは率が違ってきま

す。 

 （課税標準額） 

注① 国で定めた評価の基準に基づいて価格を決定した
もので、実際の建設工事価格とは異なります。 

注② 木造以外の場合は、補正率が異なります。 

【家屋異動申告書】を提出いただいております。 
印鑑をご持参のうえ、町民税務課までおいで下さい。 

 

（税率） （課税標準額） 

(税率) 

(税率) 

土地や家屋の名義人（納税義務者）の方が亡くなられた場合、名義人に変わ
って管理する方を定める納税管理人申告書を提出しなければならないこと
とされています。納入通知書の宛名が亡くなられた方のお名前になっている
場合は、申告をお願いします。すでに申告がお済の場合は、宛名の下段にカ
ッコ書きで管理人のお名前が記載されております。 

（軽減床面積） （延べ床面積） （課税標準額） 

（軽減後の課税標準額） （税率） 

（税率） （課税標準額） 

(140,000 42,000 98,000) 

(軽減額) (評価額) (税率) 


